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第１章 計画策定の考え方 

１ 計画策定（改定）の趣旨 

  本県では、平成 10 年に「くまもと２１ヘルスプラン（熊本県健康増進計画）」を 

策定しました。以来、社会情勢等を踏まえた計画の改定を行いながら、市町村や医 

療保険者、保健医療関係団体等とともに、がんや糖尿病、心疾患、脳血管疾患等の 

生活習慣病予防をはじめとする県民の健康づくりに取り組んできました。 

各主体の取組を通して、本県の平均寿命1は着実に延びており、男性が全国第９位、 

女性が第５位の全国有数の長寿県です。一方、健康寿命2は年々延びているものの、 

男性は全国 37 位、女性は 24 位と全国中位から下位にあります。また、肥満等の生 

活習慣病のリスク保有者は年々増加しています。 

生活習慣病は、死亡原因の約５割、介護が必要となった原因の約３割を占めてお 

り、県民の健康寿命の延伸のためには、生活習慣病対策が不可欠です。また、今後 

も少子・高齢化による人口減少、生活や働き方の多様化、ＩＣＴ技術の進展など様々 

な社会環境の変化が見込まれており、これらの状況を踏まえた取組を推進するため、 

「第５次くまもと２１ヘルスプラン（第５次熊本県健康増進計画）」を策定するも 

のです。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）この計画は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条第１項の規定に基 

づく、県民の健康の増進の推進に関する施策についての基本となる計画です。 

（２）この計画は、国が定める「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本 

的な方針」を勘案して策定するもので、「第８次熊本県保健医療計画」をはじめと 

する県の関係計画との整合を図り策定しています。 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

  令和６年度（2024 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までの６年間とします。 

 

４ 計画の目標 

  健康寿命の延伸に向け、第３章に示す施策に取り組むことにより、「県民が生涯 

を通じて心豊かで健康に暮らし続けることができる熊本」の実現を目指します。 

 

 
1 平均寿命：０歳における平均余命。平均余命は、ある年齢の人が平均であと何年生きられるかを示すもの。 
2 健康寿命：「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のこと。 
 

◇熊本県保健医療計画        ◇熊本県健康食生活・食育推進計画  

◇熊本県がん対策推進計画      ◇熊本県歯科保健医療計画  

◇熊本県循環器病対策推進計画    ◇熊本県における医療費の見通しに関する計画  

◇熊本県自殺対策推進計画      ◇熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画 

◇くまもと子ども・子育てプラン   ◇熊本県スポーツ推進計画 等 

主な関係計画 
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５ 基本方針 

  県民の健康づくりを進めるにあたり、「第１次くまもと２１ヘルスプラン」から 

継続してヘルスプロモーションの理念に基づいた施策を推進しています。 

  ヘルスプロモーションとは、県民一人ひとりが自らの健康をコントロールし、改 

善できるようにするプロセスをいいます。 

  県民一人ひとりが、健康のためのより良い行動をとることができるよう、住民組 

織活動等による周囲のサポートや、行政施策等による環境づくりが必要です。その 

ために、県民をはじめ行政や関係機関・団体が一体となった健康づくりを推進しま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施策の体系 

（１）体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康 

 

全体目標 

計画の目指す姿 
県民が生涯を通じて心豊かで健康に暮らし続けること

ができる熊本 

健康寿命の延伸 

第３章 計画の推進 

1. 生活習慣病の発症予防と 

重症化予防 

2. 生活機能の維持・向上 4. ライフステージ特有の健  

 康課題に応じた施策の展開 

3. 社会環境の質の向上 

(1)より良い生活習慣の形成、生
活習慣の改善 

 
(2)生活習慣病の早期発見・対策 
 
(3)生活習慣病り患者のサポート 
 

(1)次世代の健康づくり  
 
(2)こどもの頃からのより良い 
生活習慣の形成（再掲） 

 
(3)高齢者の健康づくり（再掲） 
 

(1)自然に健康になれる環境づくり  (2)健康情報が入手・活用できる環境づくり 

(3)多様な主体による健康づくり   (4)非常時の保健活動の充実 

豊かな人生 

坂道を緩やかに 

健康を支援する
環境づくり 

知識や技術の提供 

住民参画（住民組織活動） 
みんなで力を合わせれば楽だね 

ソーシャルキャピタル 

（住民相互の支え合い） 

（島内 1987、吉田・藤内 1995 を改編）  

【ヘルスプロモーション】 
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（２）本計画における最重要施策 

計画の目指す姿である「県民が生涯を通じて心豊かで健康に暮らし続けること 

ができる熊本」を実現するためには、生活習慣病の発症・重症化の予防や生活に 

必要な心身の機能の維持・向上、社会環境の質の向上等に総合的に取り組むこと 

により、健康寿命を延伸することが必要です。 

本県の健康を巡っては、第２章及び第３章に記載のとおり、様々な課題があり 

ます。その中でも、本県は、糖尿病の疑いがある人及び糖尿病の発症リスクのあ 

る人（40 歳～74 歳）の割合が全国平均を大きく上回っていることや、人口 100 万 

対の新規人工透析患者数は全国最多で、その原因で最も多いのが糖尿病の重症化 

による糖尿病性腎症であることから、糖尿病の発症予防及び重症化予防は本県の 

健康づくりにおいて特に重要な課題です。  

また、糖尿病を予防することは、結果としてがんや心疾患、脳血管疾患など他 

  の生活習慣病の減少や医療費の適正化にもつながることから、糖尿病対策を本計 

  画における最重要施策として取り組みます。 

 

７ 推進体制及び評価 

（１）推進体制 

「くまもと２１ヘルスプラン推進委員会」において、施策の検証・評価を行い、 

施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。 

また、「くまもと２１ヘルスプラン推進委員会」と兼ねる「熊本県地域・職域連 

携推進協議会」において、構成機関の情報交換やそれぞれが持つ保健医療資源の 

相互活用、保健事業の共同実施の検討等を行うことにより、地域・職域における 

県民の健康づくりの推進を図ります。 

（２）計画の評価 

   目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を計画終期の前年 

  度（令和 10 年度）に実施し、その結果を基に計画の実績に関する評価を行いま 

す。 

 

3



第２章 熊本県民の健康等に関する現状 

１ 少子高齢化の状況 

・本県の合計特殊出生率1は、全国平均を上回っていますが、人口を維持する水準 

2.07 を下回っており、少子化が進行しています（図１）。 

 ・高齢化率は、全国平均よりも高く、本県では令和７年には３人に１人が 65 歳以 

上の高齢者になると考えられています（図２）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 合計特殊出生率：15 歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の 
年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数に相当する。 
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図１ 合計特殊出生率及び高齢化率の推移 

図２ 年齢３階層別 熊本県の人口の推移 

出典：総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態統計」 

出典：総務省「国勢調査」（令和 2年までは実測値） 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和 7年以降は推計値） 

 推計値 

 

実測値 
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２ 平均寿命と健康寿命 

・本県の平均寿命2（令和２年）は、男性 81.91 年（全国９位）、女性 88.22 年（全 

国５位）で、全国有数の長寿県です（図３）。 

・本県の健康寿命3（令和元年）は、男性 72.24 年（全国 37 位）、女性 75.59 年（全 

 国 24 位）です。平成 25 年から男性は 0.49 年、女性は 1.19 年延びていますが、 

男性は全国平均を下回っています（図４）。 

・日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味する「健康寿命と平均寿命の差」 

は、男性は約 10 年、女性は約 13 年あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 平均寿命：０歳における平均余命。平均余命は、ある年齢の人が平均であと何年生きられるかを示すもの。 
3 健康寿命：「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のこと。 

図３ 男女別平均寿命の推移 

出典：厚生労働省「令和２年都道府県別生命表」 
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図４ 男女別健康寿命の推移 
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出典：厚生労働行政推進調査事業費補助金「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」 
※H28 は熊本地震のため本県調査なし 
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３ 死亡の状況 

・昭和 55 年以降、悪性新生物（がん）が本県における死因の第１位です。 

・死因別死亡率（人口 10 万対）の年次推移をみると、悪性新生物、心疾患、老衰 

が増加する一方、脳血管疾患は減少しています（図５）。 

・死因別死亡割合の年次推移をみると、悪性新生物、脳血管疾患、肺炎は低下して 

おり、老衰は増加、心疾患は横ばいとなっています。また、悪性新生物、心疾患、 

脳血管疾患等の生活習慣病が、死因の約５割を占めています（図６）。 

・主要な死因別の年齢調整死亡率4を全国と比較すると、多くの疾患で全国平均を下 

回っていますが、男女ともに慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）及び腎不全が全国平 

均を上回っています。また、男性では自殺も全国平均を上回っています。（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し揃えた死亡率。 

図５ 本県の主要な死因別死亡率（人口 10 万対）の年次推移 

図６ 本県の主要な死因別死亡割合の年次推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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４ 生活習慣病に関する状況 

（１）生活習慣病のリスク保有者 

・特定健康診査5（以下、「特定健診」という。）において、保健指導や受診勧奨の 

 対象と判定された人6の割合は、男女ともに多くの項目で全国平均を上回って 

おり、特に、空腹時血糖及び HbA1c は全国平均を大きく上回っています（図８）。 

  ・年齢別にみると、ＢＭＩ、腹囲、空腹時血糖、HbA1c は男女ともに全ての年齢 

で全国平均を上回っています。また、40 歳～44 歳では、男女ともにＬＤＬコ 

レステロールを除く全ての項目で全国平均を上回っています（表１）。 

  ・事業所等において実施される定期健康診断7の有所見率は、全国平均よりも高く、 

項目別では、血圧や血糖などの有所見率が年々増加傾向にあります（図９・図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 特定健康診査：生活習慣病の予防や早期発見等を目的として、40歳～74 歳を対象に医療保険者が実施するメタボリックシ 
ンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診。 

6 特定健診の各検査項目の結果が、以下の判定基準に該当する人。 
  BMI：25以上 腹囲：男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 空腹時血糖：100㎎/dl 以上 HbA1c：5.6%以上 
  収縮期血圧：130mmHg以上 拡張期血圧：85mmHg 以上 中性脂肪：150mg/dl 以上 
  LDLコレステロール：40mg/dl 未満 LDL コレステロール：120mg/dl 以上 
7 定期健康診断：事業主が常時雇用する労働者を対象に実施する健康診断。 

図７ 主要な死因別の年齢調整死亡率の全国比（令和 2 年） ※全国平均を 100 として比較 

出典：厚生労働省「令和５年度人口動態統計特殊報告」 

図８ 特定健診で保健指導又は受診勧奨の対象とされた人の割合（令和２年度 全年齢）  

出典：厚生労働省「第８回 NDB オープンデータ」 

※全国平均を 100 として比較 
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出典：厚生労働省「第８回NDBオープンデータ」 

図９ 定期健康診断の有所見者率の推移（全業種） 

出典：熊本労働局、熊本産業保健総合支援センター「令和５年度熊本における労働衛生の現状」 
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17.3

13.1

3.7

13.6
17.2
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Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年
血中脂質 血圧 血糖 尿 心電図 肝機能

表１ 特定健診で保健指導又は受診勧奨の対象となった人の割合（令和２年度 項目・年齢別）  
※全国平均を 100 として比較 
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57.8

56.9
57.9 59.0

60.5 60.3 59.8

53.0 53.2 53.6 53.8 54.1 55.5
56.6
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Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年

熊本県
全国平均

図 10 定期健康診断の有所見者率の項目別推移（全業種） 

【男性】
ＢＭＩ 腹囲 空腹時血糖 HbA1ｃ 収縮期血圧 拡張期血圧 中性脂肪 ＨＤＬ ＬＤＬ

40～44歳 108.2 108.5 120.1 139.0 102.0 103.1 107.5 111.8 98.2
45～49歳 106.5 108.4 116.7 130.9 100.8 98.5 107.6 114.6 96.2
50～54歳 105.6 107.1 114.9 126.8 101.8 96.7 106.0 112.1 95.8
55～59歳 103.1 105.9 110.9 122.6 101.3 93.4 101.9 111.2 96.3
60～64歳 100.5 103.2 106.7 119.2 100.2 91.1 96.6 106.2 96.8
65～69歳 100.6 102.1 105.5 117.2 99.0 94.1 94.1 100.6 96.0
70～74歳 100.8 100.7 101.8 114.9 97.9 98.9 88.5 97.8 96.2

【女性】
ＢＭＩ 腹囲 空腹時血糖 HbA1ｃ 収縮期血圧 拡張期血圧 中性脂肪 ＨＤＬ ＬＤＬ

40～44歳 114.5 123.7 114.1 137.7 106.6 106.4 109.5 110.1 94.6
45～49歳 113.3 123.8 111.8 136.1 102.9 99.0 102.6 110.1 94.5
50～54歳 111.5 119.8 113.4 132.7 102.7 98.2 100.7 114.2 96.8
55～59歳 109.6 119.6 112.1 127.2 99.9 92.3 98.9 99.0 95.7
60～64歳 103.4 112.0 106.3 125.2 99.6 91.6 93.7 108.3 95.8
65～69歳 101.2 104.4 104.7 125.1 98.7 95.8 86.1 103.6 96.7
70～74歳 101.8 107.0 101.6 122.8 98.3 95.1 84.7 107.5 97.2

※色付きセルは、全国（100）を超えている項目
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（２）生活習慣病の受療状況 

・本県の受療率8（人口 10 万対）は、全国より高く、生活習慣病は入院の約 1/4、 

  外来の約 1/3 を占めています（表２）。 

・入院では、脳血管疾患、悪性新生物（がん）、心疾患（高血圧性のものを除く） 

が、外来では、歯科疾患、高血圧性疾患、糖尿病が上位を占めています。 

・令和２年度の本県の人口 1人当たりの国民医療費は、401.1 千円（全国９位） 

で、全国平均を上回っています（表３）。また、生活習慣病に係る医療費が全医 

療費の約４割を占めています（表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 受療率：調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数と、人口 10 万人との比率のこと。人口  
10 万人あたりで、どのくらいの人が医療機関を受診したかを表している。 

表２ 生活習慣病の受療率 

出典：厚生労働省「令和２年患者調査」 

表４ 疾病別医療費保険者種別計（令和３年度・熊本県） 

（億円） 

出典：厚生労働省「2021 年度都道府県データブック」 

熊本県 全国 熊本県 全国
悪性新生物 102 89 121 144
糖尿病 19 12 200 170
高血圧性疾患 9 4 670 471
心疾患（高血圧性のものを除く） 74 46 101 103
虚血性心疾患 8 9 32 42
脳血管疾患 137 98 77 59
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 7 5 15 14
歯科疾患 0 0 1,048 827
骨の密度及び構造の障害 2 1 52 51
上記以外 1,262 696 3,894 3,777

計 1,620 960 6,210 5,658

外来入院

22.1% 27.5% 37.3% 33.2%

表３ 国民医療費・人口一人当たり国民医療費（令和２年度） 

出典：厚生労働省「令和２年度国民医療費の概況」 

人口一人当た
国民医療費
（千円）

全 国 429,665 126,146 340.6
熊 本 県 6,972 1,738 401.1

総人口
（千人）

国民医療費
（億円）

悪性新生物 634
高血圧性疾患 539
歯科疾患 375
脳血管疾患 291
糖尿病 279
その他の心疾患 267
腎不全 261
脂質異常症 106
虚血性心疾患 91
骨の密度及び構造の障害 28
慢性閉塞性肺疾患 27
動脈硬化（症） 12
その他 3,693
全疾患 6,602

44.1%
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５ 要介護（要支援）認定の状況 

・本県の要介護（要支援）認定者は、令和４年４月末現在で 110,139 人で、平成 12 

年 4 月から 60,236 人増加しています。 

・認定率（第１号被保険者に占める 65 歳以上の認定者の割合）は 19.7%で、全国を 

上回っています（図 11）。また、年齢区分別にみると、65 歳以上 75 歳未満の人は 

3.9%と全国（4.4%）を下回っていますが、75 歳以上の人は 34.2%と全国（32.1%） 

よりも高い認定率となっています9。 

・介護が必要になった主な原因（全国）は、脳血管疾患をはじめとした生活習慣病 

が約３割を占め、認知症や高齢による衰弱、骨折・転倒、関節疾患が原因となっ 

たものが約５割を占めています（図 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 熊本県認知症対策・地域ケア推進課「介護保険事業状況報告」による。 

図 12 介護が必要となった主な原因（全国） 
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出典：熊本県認知症対策・地域ケア推進課「介護保険事業状況報告」 
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図 11 要介護（要支援）認定者数及び要介護認定率の推移（熊本県） 

出典：厚生労働省「令和４年国民生活基礎調査」 
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６ 県民の自覚的健康度 

・現在の健康状態について、健康だと思っている人（「非常に健康だと思う」と「ま 

あ健康だと思う」の合計）の割合は 72.6%で、平成 29 年度調査時よりも 4.7 ポイ 

ント減少しています（図 13）。 

・男女別では、男性 71.9%、女性 73.3%で、女性がわずかに高いものの、大きな差異 

は見られません（図 14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29 年度熊本県健康・食生活に関する調査、令和４年度熊本県健康づくりに関する県民意識調査 
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図 13 県民の自覚的健康度 
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図 14 県民の自覚的健康度（男女別） 
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第３章 計画の推進 

１．生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（１）より良い生活習慣の形成、生活習慣の改善 

生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸させるためには、健康づくりの基本的

要素である栄養・食生活、身体活動・運動、歯・口腔の健康、睡眠・休養、喫煙・飲

酒に関するより良い生活習慣の形成又は生活習慣の改善が必要です。 

 

①栄養・食生活  

 栄養・食生活は、生命の維持に加え、こども達が健やかに成長し、人々が健康で幸

福な生活を送るために欠かせない営みです。生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を

延伸させるためには、こどもの頃から健康的な食生活を確立することが重要です。 

 

【現状と課題】 

＜こどもの状況＞ 

○肥満傾向のこどもが多くなっています。 

・ 肥満傾向のこども（５歳～17 歳）の割合は、男子は５歳など 10 区分、女子は６

歳など 11 区分で全国を上回っています（図１）。 

○バランスのとれた食事と健康的な生活リズムを身につけることが課題です。 

・ 朝食を毎日食べるこどもの割合は、３歳児は 93.8%、小学６年生 85.3%、中学３ 

年生 80.9%と、年齢が上がるにつれて低下する傾向にあります（図２・図３）。 

・ こども期の中でも特に幼児期は、豊かな味覚の形成、食のリズムや楽しさの体験 

など食事のとり方を通して、食生活習慣が確立する大事な時期ですが、21.8%の幼 

児に食生活に関する課題（偏食、少食、噛めない等）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 肥満傾向児の出現率 

出典：文部科学省「令和４年度学校保健統計調査」 
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＜大人の状況＞ 

○女性の肥満者の割合が増えています。 

・ 肥満は、糖尿病や循環器病等の生活習慣病の発症リスクの１つです。肥満者（Ｂ

ＭＩ1≧25）の割合は、男性 31.7%、女性 25.0%で、年代別に見ると男性の 20 歳代 

及び 60 歳～70 歳代、女性の 30 歳代及び 50 歳代が特に多い状況です（図４）。また、

平成 23 年度調査と比較すると、女性の肥満者の割合が増加しています（図５）。  

○野菜・果物の摂取不足、食塩の取り過ぎの傾向があります。 

・ 成人１日当たりの野菜摂取量の平均値は、男性 267.1g、女性 252.4g で、男女と 

もに全国と比べて少ない状況です。平成 23 年度調査時と比べて変化がなく、国の 

「健康日本 21（第三次）」で示された目標量 350g に約 100g 不足しています（図６）。 

・ 成人１日当たりの果物摂取量の平均値は、男性 62g、女性 80.6g です。平成 23 年 

度調査時と比べて減少しており、摂取する人としない人の差が大きい状況です（図 

７）。 

・ 成人１日あたりの食塩摂取量の平均値は、男性 10.3g、女性 8.7g です。男女とも 

 に全国よりも少なく、平成 23 年度調査時と比べて減少していますが、「日本人の食 

 事摂取基準22020 年版（以下、「食事摂取基準」という。）」の目標量（男性 7.5g 未 

満、女性 6.5g 未満）を達成していません（図８）。 

・ １日あたりの総エネルギー摂取量のうち、脂肪からのエネルギー摂取割合（脂肪 

 エネルギー比率）の平均値は、男性 27%、女性 28.8%です（図９）。男女ともに、食事 

摂取基準の範囲内ですが、特に若い世代が高い傾向にあります。また、脂肪エネル 

ギー比率が食事摂取基準の範囲外の人の割合は、男女ともに約４割です。 

○県民の健康食生活を支援する体制整備が求められています。 

・ 市町村管理栄養士・栄養士の配置率は 86.4%と上昇していますが、直近３年間は 

 横ばいの状況が続いており、企画立案から効果的な施策実施・評価までの公衆栄養 

施策を担う人材が依然として不足しています（図 10）。 

・ 管理栄養士・栄養士を配置し、利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、 

                                                      
1 BMI：Body Mass Index の略で 18.5 未満がやせ、18.5 以上 25 未満が普通、25 以上が肥満とされている。 
2 日本人の食事摂取基準：健康な個人または集団を対象として、国民の健康維持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネ 

ルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示すもので、５年ごとに策定されている。 

図３ 朝食の摂取状況（小・中学生） 

 

出典：文部科学省「令和４年度全国学力学習状況調査」 

85.3

80.9

9.3

11.9

4.0

4.8

1.3

2.4

0% 50% 100%

小学6年生

中学3年生

毎日食べる 時々食べる
食べない日が多い 食べない

図２ 朝食の摂取状況（３歳児） 
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改善を実施する特定給食施設（学校、病院、介護老人保健施設、介護医療院を除く）

の割合は 79.3%で、特に児童福祉施設や事業所での配置率が低い状況です（図 11）。 

・ 食生活改善推進員等の食のボランティアの育成及び活動支援を行っていますが、 

 推進員は減少しており、それに伴い活動回数も減少しています（表１）。 

・ 市町村食育推進計画の策定率は 79.5%(令和 4年度)で、約２割の市町村が未策定 

です。 
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図６ 野菜摂取量の平均値（20 歳以上） 
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図７ 果物摂取量の平均値（20 歳以上） 図８ 食塩摂取量の平均値（20 歳以上） 

図４～９出典：熊本県民健康・栄養調査 

図４ 肥満者（BMI25 以上）の割合 
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図９ 脂肪エネルギー比率の平均値（20 歳以上） 

※女性及び男女計は有意差あり（P＜0.01 ） 

 

※男性、女性及び男女計ともに有意差あり（P＜0.01 ） 

 

※男性、女性及び男女計において有意差あり（P＜0.01 ） 
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【施策の方向性】  

○こどもの健康的な食生活習慣の形成に向けた取組及び食育の推進 

・ 保健所及び関係機関等との連携により、こどもの頃からの食を通した健康づくり

の重要性等について啓発します。 

・ 学校給食・食育研究推進校（指定期間２年間）について、研究指定校の実践を多 

 くの学校等に広げ、各学校の食育の推進につなげます。 

・ 小中学校・特別支援学校等の食育担当者や栄養教諭等を対象とした講習会を開催 

し、朝食摂取や食育の現状・課題、給食の時間における食に関する指導等をテーマ 

とした実践発表や協議を通して食育の重要性を周知します。 

○健康食生活・食育の推進 

・ 県民が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけられるよう、家庭や地 

 域等で取り組んでほしい食行動を示した手引である「熊本県民食生活指針」を作成 

し、あらゆる機会を捉えて普及啓発に取り組みます。 

・ 県民の身体状況、栄養摂取や食習慣等の状況、食育に関する意識等を把握し、県 

 民の健康づくりや食育に関する施策等の基礎資料とするため、県民健康・栄養調査 

 等を実施します。 

表１ 食生活改善推進員の状況 

H29 H30 R1 R2 R3 R４

食生活改善

推進員数
3552人 3366人 3234人 3089人 2855人 2733人

活動回数 30101回 29283回 23525回 14350回 14821回 21090回

図 10 熊本県行政栄養士の推移（熊本市除く） 

出典：熊本県健康づくり推進課調べ          

 

出典：熊本県食生活改善推進員活動手帳集計 

図 11 管理栄養士・栄養士を配置している特定給食施設の割合 

出典：厚生労働省「衛生行政報告例」 

（％） 
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○管理栄養士・栄養士等の食に携わる人材の育成 

・ 地域特性を踏まえ、総合的かつ計画的に食育を推進するため、市町村管理栄養士・

栄養士の配置を促進し、熊本県行政栄養士育成指針に基づき、行政栄養士等の研修

を実施し、資質向上を図ります。 

・ 食生活改善推進員等の各地域で食育活動の中心となる食のボランティアを育成し、 

活動支援を強化します。 

・ 管理栄養士や栄養士を配置していない特定給食施設に対し、施設利用者への栄養

管理の質の向上を図る観点から、管理栄養士・栄養士の配置に向けた働きかけを行

います。また、特定給食施設等で提供する食事が利用者の健康の維持・増進に寄与

するよう、計画的な巡回指導や集団指導等を行います。 

・ 市町村食育推進計画の策定支援及び進捗管理支援を行います。 

 

 

 

指標名 現状 目標 出典・目標設定の考えかた 

朝ごはんを毎日食べ

るこどもの割合 
3 歳児 93.9% 

[R3 年度] 

3 歳児 100% 

[R9 年度] 

・熊本県の母子保健 

・全ての 3歳児の朝食摂取を目指す。 

小 6 85.3% 

中 3  80.9% 

[R4 年度] 

小 6 90% 

中 3 85% 

[R10 年度] 

・文部科学省「全国学力・学習状況調 

査」 

・現状値から 5 ポイントの増加を目

す。 

肥満傾向児の割合 小 5 13.3% 

中 2 10.8% 

[R4 年度] 

小 5 12% 

中 2 10% 

[R10 年度] 

・文部科学省「学校保健統計調査」 

・令和 4 年度の全国平均（小 5:12.5%  

中 2:10.7%）以下を目指す。 

 

肥満者（40～64 歳）

の割合 
男性 40.1% 

女性 23.7% 

[R2 年度] 

男性 

全国平均以下 

女性 

全国平均以下 

[R8 年度] 

・厚生労働省「NDB オープンデータ」 

・全国平均以下を目指す。 

（参考：令和 2 年度 男性 38.3% 

女性 21.4%） 

寝る前 2 時間以内に

夕食をとることが週

3 回以上ある人の割

合（40～64 歳） 

 

男性 41.7% 

女性 19.7% 

[R2 年度] 

男性 37% 

女性 17% 

[R8 年度] 

・厚生労働省「NDB オープンデータ」 

・現状値から 10%（男性:4 ポイント、

女性:2 ポイント）の減少を目指

す。 

1 日 2 回以上、主

食・主菜・副菜を揃

えた食事をほぼ毎日

食べている人の割合 

（20～64 歳） 

54.2% 

[R4 年度] 

60% 

[R10 年度] 

・熊本県健康づくりに関する県民意識 

調査 

・現状値から 10%（5 ポイント）の増

加を目指す。 

 

 

評価指標 
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指標名 現状 目標 出典・目標設定の考えかた 

食塩摂取量 9.4ｇ 

[R4 年度] 

8g 未満 

[R10 年度] 

・熊本県民健康・栄養調査 

・日本人の食事摂取基準 2020 年版の 

目標量（男性 7.5g 未満、女性 6.5g 

未満）と現状値を勘案し、目標値を 

設定。 

野菜摂取量 259.4ｇ 

[R4 年度] 

350g 

[R10 年度] 

・熊本県民健康・栄養調査 

・健康日本 21（第三次）の目標量。 

果物摂取量 71.7g 

[R4 年度] 

200g 

[R10 年度] 

・熊本県民健康・栄養調査 

・健康日本 21（第三次）の目標量。 

市町村管理栄養士・

栄養士の配置率 
86.4% 

[R5 年度] 

100% 

[R11 年度] 

・健康づくり推進課調べ 

・全ての市町村における配置を目指 

す。 

管理栄養士・栄養士

を配置している特定

給食施設の割合（学

校、病院、介護老人

保健施設、介護医療

院除く） 

79.3% 

[R4 年度] 

85% 

[R10 年度] 

・厚生労働省「衛生行政報告例」 

・現状値から 5 ポイントの増加を目指 

す。 
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②身体活動・運動  

 身体活動・運動の量が多い人は、少ない人と比べて糖尿病や循環器病、がん、ロコ

モティブシンドローム、うつ病、認知症などの発症リスクが低いことが明らかになっ

ています。 

また、身体活動・運動は、こどもの体・心・社会性に良い影響を及ぼし、生涯にわ

たる健康的な生活習慣の形成に役立つことが報告されています。 

身体活動・運動を活発に行うことはあらゆる年代の健康づくりに欠かせません。 

 

【現状と課題】 

＜こどもの状況＞ 

○こどもの体力は低下傾向です。 

・ 児童生徒の体力合計点は、近年、低下傾向にあります（図１）。 

・ １週間の総運動時間が 420 分を超える児童生徒の割合は、令和４年度は前年度よ 

 りも増加しているものの、新型コロナウイルス感染症流行以前の水準には戻ってい 

ません（図２）。また、「運動やスポーツが好き」と答える児童生徒の割合も、同様の 

傾向が見られます（図３）。 

・ これらの要因として、生活習慣の変化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響 

 も考えられます。児童生徒が、運動やスポーツに関心を持ち、進んで運動に親しむ 

 ための取組が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ １週間の総運動時間が 420 分を超える児童 
生徒の割合 

（％） 
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図３「運動やスポーツが好き」と答える児童生徒 
の割合 

（％） 

図１～３出典：文部科学省「全国体力・運動能力、 

運動習慣等調査」 

※R２は新型コロナウイルス感染症拡大により調査中止 
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図１ 児童生徒の体力合計点 
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＜大人の状況＞ 

○運動習慣がある人が減っています。 

・ 運動習慣のある（１日に 30 分以上の運動を週２回以上行っている）人の割合は 

16.5％で、平成 23 年度調査時（30.3％）よりも減少しています1。 

・ １週間の運動日数は、男女ともに全ての年代において「まったくしない」が最も 

多く、特に 60 歳代男性と 40 歳代女性では６割以上となっています（図４）。また、 

１日の平均歩数は男性 6,810 歩、女性 5,717 歩で、平成 23 年度調査時よりも男女 

ともに減少しています（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○こどもの体力向上に向けた取組の推進 

・ こどもが運動やスポーツが好きと感じられるよう、体育・保健体育の授業の充実 

を図り、運動の日常化、習慣化を推進します。 

・ 体力向上推進委員会を開催し、こどもの体力についての課題の分析や検討を行い 

 ます。また、取組の提言や、各学校の優れた取組の紹介等を行います。 

・ 学校での体力向上の取組に活用できるよう、「子供の体力向上取組事例集」を作 

成し、各学校へ配付します。 

                                                      
1 熊本県民健康・栄養調査による。 

図４ １日に 30 分以上の運動をする日数 
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出典：令和４年度熊本県民健康・栄養調査 
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・ 教職員の指導力向上や学校体育の充実のための研修会等を実施し、指導の手引な 

ど、指導資料の活用促進を図ります。 

○身体活動・運動の習慣化を図るための取組の推進 

・ 県民へ、運動の効果や生活習慣病との関連、体操動画や自転車の活用等の日常生 

 活に取り入れられる身体活動、総合型地域スポーツクラブ2や健康増進施設3等につ 

 いての情報発信を行い、身体活動の増加を図ります。 

・ 県民や事業所を対象に、くまもとスマートライフアプリ4の周知及びアプリを活用 

したウォーキングイベント等を実施し、アプリの活用を促進します。 

・ 若者をはじめ、子育て世代や働く世代、高齢者など、それぞれのライフステージ 

 に応じて気軽にスポーツの楽しさを味わうことができるイベントやスポーツ教室 

等の充実を図ります。また、県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」5において働く 

世代や女性を対象としたプログラム、親子で参加できるプログラムを実施するなど、 

県民にスポーツに慣れ親しむ機会を提供します。 

・ 各保健所において、運動に関する知識や気軽にできる体操の普及のための研修会 

 やイベント等を実施します。 

○人材育成と関係機関の連携強化 

・ 運動の普及に関わる職員の資質向上と関係者間の連携を図るため、市町村のスポ 

 ーツ所管課や健康づくり主管課、総合型地域スポーツクラブ等を対象とした研修会、 

講演会等を実施します。 

 

 

 

 

指標名 現状 目標 出典・目標設定の考え方 

「運動やスポーツが好

き」と答える児童生徒

の割合 

小 5  61%      

中 2 50.6% 

[R4 年度] 

小 5 64.9% 

中 2 55.1% 

[R10 年度] 

・文部科学省「全国体力・運動 

能力、運動習慣等調査」  

・過去 5 年間で体力合計点が最 

も高かった平成 30 年度の本県 

の値を上回ることを目指す。 

１週間の総運動時間 420

分以上の児童生徒の割

合 

小 5 41.3% 

中 2 68.4% 

[R4 年度] 

小 5  49% 

中 2 75.8% 

[R10 年度] 

・文部科学省「全国体力・運動 

能力、運動習慣等調査」 

・過去 5 年間で体力合計点が最 

も高かった平成 30 年度の本県 

の値を上回ることを目指す。 

                                                      
2 総合型地域スポーツクラブ：地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブで、こどもから高齢者まで様々な 

 人が、様々なスポーツをそれぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持っている。 
3 健康増進施設：健康づくりに有効な運動プログラム等を安全かつ適切に行うことのできる施設として、厚生労働大臣が認定 

した施設。 
4 くまもとスマートライフアプリ：熊本県が制作したスマートフォン向けの歩数計アプリ。職場やグループ単位で登録するこ 

とで、職場やグループ、年代、地域ごとのランキングを確認することができ、楽しみながら歩数を競い合うことができる。 
5 県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」：県民スポーツの日（10 月の第２月曜日）に県内各地の会場で様々なスポーツ教室 

や体験会が行われる。 

評価指標 
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指標名 現状 目標 出典・目標設定の考え方 

１人１日あたりの平均

歩数 

20～64 歳男性 

7,187 歩 

20～64 歳女性 

6,305 歩 

65 歳以上男性 

6,149 歩 

65 歳以上女性 

4,842 歩 

[R4 年度] 

20～64 歳男性 

8,000 歩 

20～64 歳女性 

7,000 歩 

65 歳以上男性 

6,800 歩 

65 歳以上女性 

5,400 歩 

[R10 年度] 

 

・熊本県民健康・栄養調査 

・現状値の 1.1 倍を目指す。 

運動習慣がある人の割

合 

20～64 歳男性 

14.9% 

20～64 歳女性 

11.1% 

65 歳以上男性 

14.1% 

65 歳以上女性 

17.5% 

[R4 年度] 

20～64 歳男性 

23.5% 

20～64 歳女性 

16.9% 

65 歳以上男性 

41.9% 

65 歳以上女性 

33.9% 

[R10 年度] 

・熊本県民健康・栄養調査 

・令和元年度の全国平均（※）

を目指す。 

※全国平均 

20～64 歳男性 23.5% 

20～64 歳女性 16.9% 

65 歳以上男性 41.9% 

65 歳以上女性 33.9% 
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③睡眠・休養  

 睡眠・休養は、生活の質に影響する重要な要素です。慢性的な睡眠不足は、こども

の成長に悪影響を及ぼしたり、生活習慣病などのリスクを高めるほか、こころの健康

を損なわせることがあります。こどもの健やかな成長と心身の健康のため、十分な睡

眠と適度な休養を取ることが重要です。 

 

【現状と課題】 

＜こどもの状況＞ 

○こどもの約４人に１人が午後 10 時以降に就寝しています。 

・ 午後 10 時前に就寝している０歳から小学３年生のこどもの割合は、77.5%です 

（図１）。午後 10 時前の就寝ができない理由として「家族の生活時間に合わせてしま 

い、子どもの寝る時刻が遅くなるから」が 53.1%と半数以上を占めています（図２）。 

また、スマートフォンの長時間の利用が原因で、睡眠不足など健康に悪影響が出た 

り、生活習慣が乱れたりすることが心配されます。 

・ 乳幼児期から小学校低学年頃までのこどもにとって、午後 10 時前就寝が必要な 

 理由を保護者が理解し、家庭での取組を促す必要があります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

特に寝かしつけず、寝る時刻は子どもに任せているから。 13.1% 

子どもの寝る時刻が遅くなっても、家族と一緒にいる時間を長くしたいから。 3.3% 

午後 10 時前に就寝することが、子どもにとって特に大事だとは思わないから。 1.4% 

家族の生活時間に合わせてしまい、子どもの寝る時刻が遅くなるから。 53.1% 

子どもが宿題や家庭学習に時間がかかり、寝る時刻が遅くなるから。 11.7% 

部活や習い事当で、帰宅時間が遅かったり、決まっていなかたりするから。 17.3% 

71.1

73.3

75.7
74.2 74.5 74.3 73.7

74.9
75.9

77.5

65%

70%

75%

80%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

図１ 午後 10 時前就寝ができているこどもの割合(０歳～小３) 

図２ 午後 10 時前就寝ができない理由   

出典：令和４年度熊本県就学前教育に係る実態調査 

出典：令和４年度熊本県就学前教育に係る実態調査 
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＜大人の状況＞ 

○働き盛り世代の３割以上は睡眠で休養が「とれていない」状況です。 

・ 睡眠で休養が「とれている」（「十分とれている」＋「まあとれている」）と回答し 

 た人の割合は 74.1%で、平成 29 年度調査時（71.4%）と比べてわずかに高くなって 

いますが、働きざかりの 20 歳代～50 歳代は３割以上が睡眠で休養が「とれていな 

い」（「あまりとれていない」＋「まったくとれていない」）と回答しています（図３）。 

睡眠の重要性と、質の良い睡眠を得るための方法についての啓発が必要です。 

・ 眠りを助けるためにアルコールを飲むことが「ある」（「常にある（6.9%）」＋「時々 

ある（11.1%）」）と答えた人の割合は 18.0%で、適切な飲酒についても啓発が必要 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭での早寝早起きの推進 

・ 幼稚園や保育所等の就学前の団体及び学校、それぞれの保護者後援会やＰＴＡ、 

子育てひろばや乳幼児健診等において、「親の学び」講座を積極的に開催し、保護者 

が睡眠時間や睡眠の質の大切さ等に気付くような講座を行い、各家庭での取組を 

促します。 

・ 「親の学び」オンデマンド講座や啓発チラシを活用し、保護者の学びやこどもの 

育ちを支援する学習機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 文部科学省と連携し、依頼に応じて「早寝早起き朝ごはん」に関するパンフレッ 

図３ 睡眠で休養がとれていると答えた人の割合 

19.7

17.6

11.6

18.2

8.7

18.9

27.7

54.4

49.0

54.2

51.8

56.7

55.0

55.0

23.0

28.4

27.9

28.9

31.7

23.6

14.9

2.4

4.9

6.3

1.2

2.9

2.4

1.2

0.5

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全年代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

十分とれている まあとれている あまりとれていない まったくとれていない 無回答

出典：令和４年度熊本県健康づくりに関する県民意識調査 

オンデマンド講座：第１弾「正しく理解、睡眠のあれこれ」 

第２弾「正しいデジタル機器との付き合い方」 

第３弾「考えようスマホとの距離」 

第４弾「朝ごはんを食べよう！」 

啓発チラシ：「親子で身につけよう！生活リズム」 

「くまもと携帯電話・スマートフォンの利用５か条」 
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トを市町村教育委員会を通して小学校１年生へ配付したり、「優れた『早寝早起き 

朝ごはん』運動の推進に係る文部科学大臣表彰」を受賞した団体の取組を県民に広

報するなど、保護者の意識の向上に努めます。 

○睡眠の重要性や質の良い睡眠をとるための普及啓発 

・ 慢性的な睡眠不足が心身に与える影響や、良い睡眠を得るために、規則正しい食

事や適度な運動、節度ある飲酒、寝る前のスマートフォンの利用を控えること等が

重要であることを、ホームページやポスター、動画等を活用し県民へ啓発します。 

・ 従業員等の健康づくりに取り組む企業・団体の「くまもとスマートライフプロジ 

 ェクト応援団1」への登録を促進し、適切な生活習慣や、からだとこころの健康に寄 

 与する「十分な睡眠」を従業員に奨める事業所の増加を図ります。 

 

 

 

 

指標名 現状 目標 出典・目標設定の考え方 

睡眠で休養が取れてい

る人の割合 

20～50 歳代 

67% 

60 歳以上 

79.2% 

[R4 年度] 

20～50 歳代 

72% 

60 歳以上 

85% 

[R10 年度] 

・熊本県健康づくりに関する県 

民意識調査 

・健康日本 21（第三次）の考え 

方に基づき、現状値から算 

出。 

 

                                                      
1 くまもとスマートライフプロジェクト応援団：県民の健康寿命を延ばすことを目的に、健康づくりに重要な６つのアクショ 

ン（適度な運動、適切な食生活、禁煙、検診・がん検診、歯・口腔のケア、十分な睡眠）の実践を呼び掛ける「くまもとス 

マートライフプロジェクト」に賛同し、従業員等の健康づくりに取り組む企業・団体。 

評価指標 
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出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」   出典：全 国 文部科学省「学校保健統計調査」 

熊本県 熊本県歯科保健状況調査 

 

④歯・口腔の健康  

生涯にわたる歯と口腔の健康は、健康づくりの基本であり、いつまでも自分の歯で

おいしく食べられることは、ＱＯＬ（生活の質：満足感や幸福感）の高い生活を送る

ために重要です。 

また、歯周病は早産や糖尿病、循環器病等と密接な関係性があり、全身の健康にも

影響します。 

 なお、取組の詳細は、「第５次熊本県歯科保健医療計画」に記載しています。 

 

【現状と課題】 

＜こどもの状況＞ 

○むし歯のない３歳児、12 歳児は増加していますが、全国平均より少ない状況です。 

・ むし歯のない３歳児及び 12 歳児の割合は増加傾向にありますが、全国平均と比 

 べて低い状況です（図１・図２）。歯磨きとともに、フッ化物を活用した歯質強化や適 

 切な食生活習慣等の総合的なむし歯予防対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中高生の歯肉炎が増えています。 

・ 歯科健診において歯周疾患要観察者（ＧＯ者1）や歯周疾患要精検者（Ｇ者2）と 

 診断された児童生徒の割合を平成 28 年度と比較すると、ＧＯ者率は、小学生は全 

 学年で減少していますが、中高生は増加しています。また、Ｇ者率は、小中学生で 

 は概ね減少していますが、高校生は増加傾向にあります（図３）。歯みがきや歯間部 

 清掃用器具（デンタルフロス等）の活用等による歯肉炎予防対策が必要です。 

 

 

 

 

                                                      
1 歯周疾患要観察者（GO 者）：歯肉に軽い炎症が認められるが、歯石はなく、丁寧な歯磨きで炎症が改善される状態の者。 
2 歯周疾患要精検者（Ｇ者）：歯科医師による精密検査及び歯周治療を要する者。 

図１ むし歯のない３歳児の割合 図２ むし歯のない 12 歳児の割合 

75.9 
79.0 79.6 81.1 81.6 

83.4 

84.2 85.6 

86.8 88.1 88.2 
89.8 

50

60

70

80

90

100

H28 H29 H30 R1 R2 R3

(%)

年度

熊本県 全 国

60.3 
62.0 63.8 65.0 67.3 69.7 72.0 

64.5 
65.1 

67.3 68.2 70.6 71.7 

74.2

50

60

70

80

90

100

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(%)

年度

熊本県 全 国

25



小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

H28G者率 1.00 1.94 2.76 3.13 3.80 4.47 5.01 5.98 5.76 4.04 4.03 4.52

R4G者率 0.66 1.85 2.58 3.36 3.58 3.84 4.07 4.66 4.82 5.68 6.35 6.39

H28GO者率 6.90 12.12 16.37 17.18 18.33 16.91 20.46 21.50 21.21 20.04 19.28 18.66

R4GO者率 6.42 11.97 14.86 15.39 16.31 16.61 21.81 22.11 21.85 23.56 21.28 21.41
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＜大人の状況＞ 

○多くの人が、進行した歯周病にかかっています。 

・ 進行した歯周病（４mm 以上の歯周ポケット）のある人の割合は、40 歳 55%、50 

歳 70.9%、60 歳 67.2%で、平成 28 年度調査時よりいずれの年代も増加しています 

（図４）。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○60 歳で自分の歯が 24 本以上ある人が増加しています。 

・ 60 歳（55 歳～64 歳）で歯が 24 本以上ある人の割合は 76.6%で、平成 29 年度調 

査時より増加しています（図５）。「８０２０（ハチマルニイマル）運動」を進めてい 

ますが、６０２４（ロクマルニイヨン）運動が８０２０につながるといわれていま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 小中高生の歯肉の状況（Ｇ、ＧＯ者の状況） 

出典：熊本県歯科保健状況調査 

図４ 進行した歯周病にかかっている人の割合 

出典：熊本県歯科保健実態調査 

図５ 24 本以上自分の歯を有する人の割合 

出典：平成 29 年度熊本県健康・食生活に関する調査 
令和４年度熊本県健康づくりに関する県民意識調査 
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出典：平成 29 年度熊本県健康・食生活に関する調査 

令和４年度熊本県健康づくりに関する県民意識調査 

 

○80 歳で自分の歯が 20 本以上ある人が増加しています。 

・ 80 歳（75 歳～84 歳）で歯が 20 本以上ある人は 57%で、平成 29 年度調査時より 

増加しています（図６）。一方、年齢とともに歯を喪失する人の割合は増加し、特に 

55 歳以降、歯を喪失している人が増加しているため、８０２０運動のさらなる推進 

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯科健診を受けている人が少ない状況です。 

・ この１年間に歯科健診を受けた人の割合は、全体で 48.8%と平成 29 年度調査時よ

り増加していますが、５割に満たない状況です（図７）。 

・ 年代別では、20 歳～24 歳は 29.6%、25 歳～34 歳は 47.1%、35 歳～44 歳は 49.6%、 

45 歳～54 歳は 47.6%、55 歳～64 歳は 52.6%です。平成 29 年度調査時と比べると、 

20 歳～24 歳以外の年代で増加しています（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯周疾患検診を実施している市町村が少ない状況です。 

・ 健康増進法に基づく歯周疾患検診を実施している令和３年度の市町村数は、45 市 

町村中 30 市町村（66.7%）です。全県民が身近な地域で歯周疾患検診及び歯科保健 

指導を受けることができる体制整備を推進する必要があります。 

・ ライフステージ毎の歯科保健課題解決に向け、熊本県口腔保健支援センターを核 

 とした歯科保健の取組の充実を図る必要があります。 

図６ 20 本以上自分の歯を有する人の割合 
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出典：平成 29 年度熊本県健康・食生活に関する調査 
令和４年度熊本県健康づくりに関する県民意識調査 

図７ 歯科健診を受けた人の割合 
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【施策の方向性】 

○こどものむし歯予防及び歯肉炎予防対策の推進 

・ 幼児期のむし歯有病状況を改善するため、市町村や保育所・認定こども園・幼稚 

 園等での歯科健診・歯科保健指導の機会の増加や、歯磨き・適切な食生活習慣の定 

着、フッ化物応用等の取組の充実を図ります。 

・ むし歯の有病状況を改善するため、市町村における早期（３～４か月児）からの 

 保護者等への歯科保健指導の実施や、発達段階に応じた歯科保健指導の充実に向け 

 た支援を行います。 

・ 学齢期のむし歯の有病状況を改善するため、全小中学校・特別支援学校等でのフ 

 ッ化物洗口実施を目指し、市町村等へ働きかけを行います。また、全小中学校等・ 

特別支援学校でフッ化物洗口が安全かつ効果的な方法で継続・定着するとともに、 

一つの機関又は特定の人に役割や負担が集中しないよう、市町村等への支援を行い 

ます。 

・ 学校の実情に応じて学校歯科医や地域の関係機関と連携し、歯磨きや歯間部清掃 

 用具（デンタルフロス等）の活用によるむし歯や歯肉炎予防のための歯科保健教育・ 

指導を充実します。 

・ 学校において歯科健診実施後の積極的な治療勧奨を行います。 

○こどもの歯や口腔機能の発達を促す食生活習慣づくり 

・ 乳幼児歯科健診、育児教室、保育所・幼稚園における適切な食生活習慣の指導や 

 年齢に応じた口腔機能の発達等を盛り込んだ歯科保健指導の充実のための支援を 

行います。 

・ ひと口 30 回以上噛んで食べることを目標とする「噛ミング３０（カミングサン 

 マル）運動」等の普及に取り組むことにより、こどもの歯や口腔機能の発達を促す 

 食生活習慣づくりを図ります。 

○歯周病予防に関する普及啓発 

・ 健診事業など様々な機会を活用し、歯間部清掃用器具（デンタルフロスや歯間ブ 

 ラシ）を使った口腔清掃方法の普及啓発を行います。 

・ かかりつけ歯科医による定期的な歯科健診や歯石除去、歯科保健指導等を受ける 

 必要性について、「歯と口の健康週間」及び「いい歯の日」イベント等のあらゆる機 

 会を通して普及啓発を行います。 

○６０２４運動・８０２０運動の推進 

・ 「歯と口の健康週間」及び「いい歯の日」イベント等のあらゆる機会を通して、 

歯科保健に関する正しい知識の普及啓発を行い、６０２４運動の一層の推進を図り 

ます。 

・ 各種健診を通して、歯と全身の健康状態との関係や食べる機能の維持・回復に関 

 する知識を普及し、８０２０運動の推進を図ります。 

○歯科保健環境の充実 

・ 歯周疾患検診を実施していない市町村の状況把握を行い、実施に向けた体制整備 
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 等の支援を行います。 

・ 熊本県口腔保健支援センターにおいて、歯科保健に携わる人材の育成や歯科保健 

 指導媒体の作成、県民や関係者への情報提供等を行うことにより、ライフステージ 

 に応じた歯科保健の取組の充実を図ります。 

 

 

 

 

指標名 現状 目標 出典・目標設定の考え方 

むし歯のない 3 歳児

の割合 

83.4% 

[R3 年度] 

90% 

[R9 年度] 

・厚生労働省「地域保健・健康増進事 

業報告」 

・令和 3 年度の全国平均（89.8%）以上 

を目指す。 

むし歯のない 12 歳児

の割合 

72% 

[R4 年度] 

75% 

[R10 年度] 

・熊本県歯科保健状況調査 

・令和 4 年度の全国平均（74.2%）以上 

を目指す。 

進行した歯周病を有

する人の割合 

40 歳  55% 
50 歳 70.9% 
60 歳 67.2% 
[R3 年度] 

50% 
63% 
60% 

[R9 年度] 

・熊本県歯科保健実態調査 

・各年代 5～8ポイント程度の低下を目 

指す。 

60 歳で 24 本以上の

自分の歯を有する人

の割合 

76.6% 

[R4 年度] 

95% 

[R10 年度] 

・熊本県健康づくりに関する県民意識 

調査 

・国の歯科口腔保健の推進に関する基 

本的事項（第二次）の目標値。 

80 歳で 20 本以上の

自分の歯を有する人

の割合 

57% 

[R4 年度] 

85% 

[R10 年度] 

・熊本県健康づくりに関する県民意識 

調査 

・国の歯科口腔保健の推進に関する基 

本的事項（第二次）の目標値。 

歯科健診を受診した

人の割合（20～64

歳） 

48.8% 

 [R4 年度] 

60% 

[R10 年度] 

・熊本県健康づくりに関する県民意識 

調査 

・現状値から 10 ポイント増を目指す。 

歯周疾患検診を実施

している市町村数 

30 市町村 

[R3 年度] 

45 市町村 

[R10 年度] 

・厚生労働省「地域保健・健康増進事 

業報告」 

・全市町村での実施を目指す。 

 

評価指標 
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